
◆計画の主な内容（案）
・成年後見の利用促進（制度周知・相談支援・費用助成
等）
・市民後見人の養成
・法人後見の実施
・中核機関と地域連携ネットワーク（協議会等）の設置運
営 等

◆計画の主な内容
・成年後見の利用促進（制度周知、相談支援、費用助成
等）
・市民後見人の養成
・法人後見の実施

新宿区成年後見制度利用促進基本計画について

国の考え方

高齢・障害計画に包含（予定含む）４区

地域福祉計画に包含（予定含む） ８区

単独計画を策定（予定含む） ３区

未定 ８区（新宿区含む）

（平成30年6月実施成年後見制度担当課長会アンケート結果）

他区の状況

【現行計画】

新宿区高齢者保健福祉計画（2018年度～2020年度）
新宿区障害者計画（2018年度～2027年度）
新宿区障害福祉計画（2018年度～2020年度）

高齢者保健福祉計画及び障害者計画に成年後見制
度利用促進基本計画を包含させる。

区の方向性

【次期計画】

新宿区高齢者保健福祉計画（2021年度～2023年度）
新宿区障害者計画（2018年度～2027年度）
新宿区障害福祉計画（2021年度～2023年度）

計画案は、新宿区事例検討会にお
いて意見聴取した内容を反映した
上で、各計画における推進協議会
で審議する。

国計画に対応した事項
を追加する
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